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1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）
今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

令和7年内の坂本支所等の再建に向けて建設工事を実施する。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

坂本支所・坂本コミュニティセンター新築工事 515,812 ○地方債

　坂本支所等建設事業 511,900

0 104,888

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【豪雨災害分】 【豪雨災害分】

620,700 515,812 0 511,900 0 3,912

一般財源

所属課名 復興整備課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

令和２年７月豪雨により被災した坂本支所及び坂本コミュニティセンター等については、坂本支所等整備基本計画に基づき、坂本町の創造的復興の実現に向け、令和７年
内の再建を目指して建設工事及び周辺整備などの事業を切れ目なく実施する。

豪雨
事務事業名 坂本支所等建設事業（豪雨災害）

会計区分 一般会計

豪
款項目コード（款-項-目） 02 01 12

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

令和7年内の坂本支所等の再建に向けた敷地造成に伴い、坂本支所等の建設工事を実施。
また、住まいの再建では、各地区の整理に基づき、引き続き、「輪中堤・宅地かさ上げ」による整備について、各地区の進捗状況に合わせ、意見交換・
協議を実施。

　坂本町宅地嵩上げ安全確保事業 10,500

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

　坂本支所等整備に伴う補償費 10,877 ○地方債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 　坂本支所周辺災害復旧事業 142,400

　坂本支所等造成工事 130,429 ○国庫支出金

　坂本町宅地嵩上げ安全確保事業費負担金 14,282 　宅地嵩上げ安全確保事業補助金（1/2） 3,712

【繰越分】156,716 【繰越分】

【ふるさと八代元気づくり応援基金対応分】219 ○その他特定財源

　（再掲）坂本町水災補償加入促進補助金（基金充当）219 　ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金 219

　坂本町水災補償加入促進補助金 885 　坂本支所周辺災害復旧事業 47,600

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 　坂本町宅地嵩上げ安全確保事業 38,400

　県道中津道八代線改良工事 2,585 　球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金（2/3） 666

　坂本町宅地嵩上げ安全確保事業負担金 71,958 ○地方債

【現年分】123,078 【現年分】

　坂本支所等造成工事 46,770 ○県支出金

0 5,288

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【豪雨災害分】 【豪雨災害分】

285,082 279,794 4,378 238,900 219 36,297

一般財源

所属課名 復興整備課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

令和２年７月豪雨により被災した坂本町の早急な復旧・復興を実現するため、坂本町復興計画を基本とし、持続可能なまちづくりの具現化による坂本町のまちづくりを推進する。
○坂本支所及びまち機能の集約
　・県道付替えに係る道路舗装工事及び支所等造成工事
○住まいの再建
　・「輪中堤もしくは宅地かさ上げ」の整備方針を決定した地区から、随時、国による詳細設計（地質調査、用地調査等）を実施、かさ上げ対象家屋については補償に関する調査も実施
　・水災補償加入促進補助金（住宅、家財）の交付
坂本町の復興に向け、「住まいの再建」や「坂本支所再建及びまち機能の集約」など、坂本町の創造的復興の実現に向け、一日も早い課題解決を図るため各種業務に取り組む。

豪雨
事務事業名 復興推進事業

会計区分 一般会計

豪
款項目コード（款-項-目） 02 01 05
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1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

● 4 市による実施（規模縮小） 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）
今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

県の住宅耐震化支援活用（令和7年1月）により耐震診断や改修等の申請者負担が軽減されたことから、住宅耐震化について市民の関心は高まった。
耐震診断の相談・申請件数は大幅な増加が見られたものの、耐震改修・改築についての件数は微増程度である。今後は、耐震改修に係る申請者の負
担をより抑えるため、県と連携し低コスト工法の周知・活用を広める必要がある。
引き続き、本事業の広報（DM、市報、HP等）を行い、地震災害に備える意識を高め耐震化の促進を図る必要がある。
＜耐震診断士派遣件数＞令和3年度：20件、令和4年度：20件、令和5年度19件、令和6年度：20件

令和6年度予算額 令和6年度決算額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【平成28年熊本地震復興基金対応分】191

　（再掲）戸建木造住宅耐震改修啓発ﾁﾗｼ（基金充当）191

　（繰越明許費）4,275

　　耐震改修設計工事（1件） 1,000

　　シェルター工事（1件） 200

　　設計審査（1件） 34

　　耐震建替（1件） 1,000

　戸建木造住宅耐震改修啓発ﾁﾗｼ     　 506   平成28年熊本地震復興基金繰入金 191

　民間建築物耐震化促進事業補助

  戸建木造耐震診断士派遣事業委託（20件）　 2,216 　住宅・建築物安全ストック形成事業補助金（1/2） 2,405

戸建木造住宅耐震化支援事業 ○その他特定財源

1,818

<主要な施策の概要> <財源内訳>

戸建木造住宅耐震診断士派遣事業 ○国庫支出金

11,049 4,956 2,405 0 191 2,360

一般財源

所属課名

4,275

左の財源
翌年度への繰越額

建築指導課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

平成20年策定の「八代市建築物耐震改修促進計画」に基づき、主に耐震性が不足しているとされている新耐震基準施行（昭和56年5月）以前に着工した民間建築物を対
象として、耐震化に掛かる費用の一部を助成する事業を開始した。
令和3年度よりメニューを国の捕助の見直しに合わせて、耐震改修設計と耐震改修工事を一括した「耐震改修設計工事」、「耐震建替工事」、「耐震シェルター工事」の事業
メニューに耐震診断士派遣事業を加え、木造住宅の耐震化の促進を図っている。
令和7年1月から県の補助を活用し、対象を平成12年以前まで拡大及び補助額を増額することにより住宅耐震化支援拡充を図った。

豪雨
事務事業名 民間建築物耐震化促進事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 01 02

■「令和2年7月豪雨災害」により、災害救助法の「応急仮設住宅の供与」の適用を受け、災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、簡単な住
宅を仮設し、一時的な居住の安定を図ることを目的とする。
災害救助法に基づき建設型応急住宅を2団地整備。
・八代市市民球場仮設住宅　所在地：八代市古閑中町1540番地 　構造：木造平屋26戸（8棟＋1棟）　入居開始：令和2年9月11日　令和7年5月解体完了
・八代市古閑中町仮設団地　所在地：八代市古閑中町2417番地1　構造：木造平屋14戸（4棟＋1棟）　入居開始：令和2年10月16日　令和5年5月解体完了
■「令和2年7月豪雨災害」による宅地かさ上げ事業に伴い、仮住まい先が必要となる被災者への支援策として、再建住宅を2団地整備。
・古閑中町再建住宅　所在地：八代市古閑中町843番地　構造：木造平屋（8棟16戸）　入居開始：令和6年10月（満室）
・葉木再建住宅　所在地：八代市坂本町葉木4400番地  　構造：木造平屋（1棟2戸）　入居開始：令和7年2月（1戸空室）

豪雨
事務事業名 建設型応急住宅等管理事業（豪雨災害）

会計区分 一般会計

394 0 0 52

一般財源

所属課名

0 520

豪
款項目コード（款-項-目） 03 04 01

住宅課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

不用額

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【豪雨災害分】446 【豪雨災害分】

966 446

＜建設型応急住宅＞ ○県支出金

318 　災害救助費負担金（10/10） 318

　集会所の維持管理分（消耗品費、下水道、電気料等） 76 　※決算額との差額36千円は令和7年度に返還予定

　集会施設等維持管理補助金（10/10） 76

国県支出金 地方債 その他特定財源

＜再建住宅＞

　需用費（電気料・修繕料） 52

　共同施設の維持管理分（下水道、電気料、除草委託等）

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

被災者生活の再建完了に伴い、災害救助法に基づく建設型応急住宅2団地は解体完了したため、令和7年度以降の国県支出金は終了となる。今後は
宅地かさ上げ事業に伴う再建住宅の管理運営のみとなり、宅地かさ上げ事業が完了し被災者生活の再建が完了すれば、再建住宅の一部は市営住宅
として管理運営していく予定である。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） 5 市による実施（現行どおり） ● 6 市による実施（規模拡充）

市が管理する道路について、舗装路面や付帯構造物の維持補修及び街路樹の維持管理を行うことで、円滑な交通機能と有効な空間機能の保全を行う。
道路舗装補修工事35件、道整備交付金事業4件、災害防除工事2件、業務委託（測量設計、調査）3件、道路修繕142件、街路樹管理委託19件、除草委託66件

豪雨
事務事業名 道路維持事業

会計区分 一般会計

118,499 176,300 2,272 158,539

一般財源

所属課名

145,136 12,160

款項目コード（款-項-目） 07 02 02

土木課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【現年分】390,891 【現年分】

612,906 455,610

（補助分） ○国庫支出金

　舗装補修工事（5件） 84,636 　道路維持事業交付金（1/2・5.5/10） 88,032

　道整備交付金事業（4件） 47,301 ○地方債

　災害防除工事（2件） 38,013 　市内一円道路整備事業 146,200

　業務委託（3件） 10,150 ○その他特定財源

（単独分） 　日本中央競馬会事業所周辺環境整備寄附金 990

　工事(30件) 大村町横手町線舗装工事 他 78,453 　サテライト八代地域振興協力金 1,282

1,852

　修繕(142件) 三楽町地内道路側溝修繕 他 47,602

　街路樹管理委託(19件) 街路樹管理業務委託(その1) 他 26,179 【繰越分】

　除草委託(66件) 球磨川堤防兼用道路除草委託(その1) 他 27,192 ○国庫支出金

【繰越分】64,719 　自転車通行空間整備事業交付金（5.5/10） 10,175

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

　原材料費 他(140件) 道路補修材 他 31,365 　防災・減災対策等強化事業補助金（1/2） 10,819

（繰越明許費）145,136 　道整備交付金事業（1/2） 7,621

　道路ストック点検・修繕事業交付金（1/2）

　　　　　　　　　　　　　　設備改築設計業務委託 他 3,850

今後の方向性
（該当欄を選択）

土木課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

施設の老朽化は著しく、補修が必要な箇所は多数あることから、今後事業費の増加が見込まれるため、効率的な事業の実施と財源の確保に努める。

　交付金事業工事(5件) 田中町萩原町線舗装補修工事 他 60,869 ○地方債

　設計委託(1件) 毘舎丸町上片町線地下道排水ポンプ 　市内一円道路整備事業 30,100

豪雨
事務事業名 市内一円道路改良事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 02 03

一般財源

所属課名

178,059 90,929

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

市民生活に密着した市道及び法定外道路の交通環境改善を図る目的で、計画的に拡幅改良や舗装・側溝などの整備を進める。
○一般道路新設改良事業　56件　Ｌ＝3,185ｍ
（本庁）40件Ｌ＝2,111ｍ　（坂本）1件Ｌ＝98ｍ　（千丁）6件Ｌ＝171ｍ （鏡）7件Ｌ＝737ｍ　（東陽）2件Ｌ＝68ｍ
（泉）　1件用地測量

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【現年分】546,225 【現年分】

995,436 726,448

（総合交付金）　129,386 ○国庫支出金

135,134 529,500 15,382 46,432

　道路改良工事・舗装工事　　（6件） 84,248 　市内一円道路改良事業交付金（5.5/10） 71,161

　測量・設計・調査業務委託　（6件） 42,491 ○地方債

　用地847.42㎡　　　　　　　（1件） 2,647 　市内一円道路整備事業 422,100

　測量・設計・調査業務委託　（1件） 9,997 　永碇町高島町線改良事業交付金（5.5/10） 39,824

　用地（6件）554.2㎡　  補償（9件）手数料等 7,651 　企業版ふるさと納税寄附金 2,300

（繰越明許費）178,059

【繰越分】180,223 【繰越分】

（総合交付金分）116,315 ○国庫支出金

　道路改良工事等　　　　　  （3件） 87,852 　東西アクセス線改良事業交付金（5.5/10） 8,832

（単独分）　    416,839 ○その他特定財源

　道路改良・舗装工事等　　 （44件） 369,049 　日本中央競馬会事業所周辺環境整備寄附金 9,382

　測量・設計・調査業務委託 （15件） 40,139 　サテライト八代地域振興協力金 3,700

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

整備延長は計画を下回っており、近年の工事費上昇も重なり地域要望の対応数も減少している状況である。今後は生活道路の拡幅整備による利便性
の向上に加え、東西アクセス道路等の幹線道路の整備や、安全性（舗装や歩道整備）への予算配分及び交付金事業、単独事業の予算調整を図り、歩
行者自転車の安全安心を確保し、人にやさしい道づくりを目指す。

令和6年度予算額 令和6年度決算額

（単独分）63,908 　宮地町4号線改良事業交付金（5.5/10） 9,819

　道路改良（3件）調査業務（1件）補償（2件） 63,908 ○地方債

　市内一円道路整備事業 107,400

　用地（2件）1550.6㎡　 補償（3件） 18,466 　竜西幹4号線改良事業交付金（5.5/10） 5,498

左の財源
翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

橋梁定期点検業務委託（N=371橋）、橋梁補修委託（N=5橋）、橋梁補修工事（N=15橋）、橋梁長寿命化修繕計画策定を実施したものである。
本事業では、平成25年度に市道に架かる橋長15ｍ以上の橋梁129橋、及び重要度の高い15ｍ～7ｍの橋梁329橋の458橋を対象とした橋梁長寿命化修繕計画を策定し、
計画的に補修を行ってきた。　平成26年7月の道路法の改正により、橋長2ｍ以上のすべての橋梁について、5年に1度の近接目視による点検が義務付けられたことを受
け、平成26年度から平成30年度までの5ヶ年で市道に係るすべての橋梁1869橋の近接目視点検を実施した。　令和元年度からは近接目視点検の結果を踏まえた橋梁長
寿命化修繕計画の見直しを行い、1巡目点検結果より早期に補修すべき橋梁について優先順位の高いものから随時補修を行っていく計画である。

豪雨
事務事業名 橋梁長寿命化修繕事業

会計区分 一般会計

109,721 54,800 0 34,894

一般財源

所属課名

62,968 0

款項目コード（款-項-目） 07 02 04

土木課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【現年分】　151,033 【現年分】

262,383 199,415

橋梁点検　　　　　　　 　（7件） 60,301 ○国庫支出金

橋梁補修設計業務委託　　 （4件） 22,902 　橋梁長寿命化修繕事業交付金（5.5/10） 83,066

橋梁補修設計工事        （12件） 67,830 ○地方債

（繰越明許費）62,968 　市内一円道路整備事業 36,700

【繰越分】　 48,382 【繰越分】

橋梁補修設計業務委託　   （1件） 8,910 ○国庫支出金

橋梁長寿命化修繕計画　   （1件） 7,254 　橋梁長寿命化修繕事業交付金（5.5/10） 26,655

橋梁補修設計工事         （3件） 32,218 ○地方債

　市内一円道路整備事業 18,100

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

今後の方向性
（該当欄を選択）

土木課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

定期点検はほぼ計画どおりであるが、補修工事は計画よりやや遅れている。今後も老朽化による早期措置が必要な橋梁が増加傾向であると予想され
るため、市内一円道路改良事業と調整を図り、補修工事に対応できる財源の確保に努める。

豪雨
事務事業名 輪中堤内水対策整備事業（豪雨災害）

会計区分 一般会計

豪
款項目コード（款-項-目） 07 03 01

一般財源

所属課名

6,545 53,202

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

・袈裟堂川排水機場整備に係る用地買収に伴う不動産鑑定評価を行うもの。
・令和2年7月豪雨により浸水被害が生じた大門地区を対象に、今後予定されている輪中堤整備完了後に想定される内水被害を防止するため、内水対策を検討するもの。
・既往検討業務において内水対策を検討した、小川・段・横石地区について、袈裟堂川排水機場のポンプ規模の算定条件を踏まえた内水対策の再検討するもの。
・古田地区、小川・段・横石地区について、浸水解析結果を用いて内水ハザードマップを作成するもの。

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【豪雨災害分】8,471 【豪雨災害分】

68,218 8,471

坂本町西部地内不動産鑑定評価 221 ○県支出金

1,650 200 0 6,621

坂本町葉木外 内水対策基本設計業務委託 8,250 　球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金（2/3） 1,650

（繰越明許費）6,545 ○地方債

　輪中堤内水対策整備事業 200

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

国による輪中堤整備事業の進捗に合わせ、内水対策事業を進めていく必要があるため、引き続き市により事業を実施していく。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　本事業は、令和2年7月豪雨による災害からの生活再建を図るため、八代市内の災害リスクが低い場所に住まいの移転を行う方や、現地に再建する家屋の安全対策を
行う方などを対象として、３００万円を上限にその費用の一部を補助する。特に、坂本地区内での移転や安全対策を行う場合には、５０万円を上乗せし、３５０万円を上限に
補助を行う。（令和4年6月28日から申請受付を開始）

豪雨
事務事業名 すまいの安全確保支援事業（豪雨災害）

会計区分 一般会計

4,000 0 3,000 0

一般財源

所属課名

0 19,998

豪
款項目コード（款-項-目） 07 05 01

建設政策課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【豪雨災害分】 【豪雨災害分】

26,998 7,000

補助金（2件） 7,000 ○県支出金

＜内訳＞ 　豪雨被災者等支援交付金 4,000

　坂本町内移転　　　　　1件 　　3,500 ○その他特定財源

　現地再建（安全対策）　1件　　 3,500 　ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金 3,000

【ふるさと八代元気づくり応援基金対応分】3,000

　（再掲）補助金（2件）（基金充当）3,000

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

今後の方向性
（該当欄を選択）

建設政策課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

今後も、坂本地区において国土交通省による宅地嵩上げ・輪中堤の整備が進むことにより、現地再建における安全対策の実施が見込まれるため、引き
続き事業制度の周知を定期的に行うとともに、他部署と連携しながら申請予定者からの相談に適切に対応していく。
＜補助件数実績＞
・令和4年度：坂本町内移転3件、坂本外移転23件
・令和5年度：坂本町内移転3件、坂本外移転 4件
・令和6年度：坂本町内移転1件、坂本外移転 0件、現地再建（安全対策）1件

豪雨
事務事業名 公共インフラデジタルマップ事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 05 01

一般財源

所属課名

0 0

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

　本事業は、令和５年４月より運用を開始した「Yｄマップ（やつしろ道路情報マップ）」の構築、運用に係るための事業である。Ｙｄマップとは、令和２年７月豪雨災害における
道路の復旧や、通常の道路工事における通行規制等の状況を、パソコンやスマートフォンなどで確認することができるデジタルマップのことであり、発災時においては、土
砂崩れや河川氾濫による道路の通行止等の災害情報を提供している。

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【ふるさと八代元気づくり応援基金対応分】 ○その他特定財源

2,561 2,561

八代市工事情報管理システム年間保守料 2,561 　ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金 2,561

0 0 2,561 0

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

今後も、市民へ工事による道路規制や災害に関する情報を確実に提供できるよう、「Yｄマップ（やつしろ道路情報マップ）」の適切な運用を継続していくと
ともに、周知を図っていく。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

本事業は、八代港や中心市街地と八代南IC南側の国道3号を結ぶ、全体延長5,630ｍ、幅員30ｍの都市計画道路のうち、県施行区間について、地方自治法第224条及び
地方財政法第27条に基づき、県事業費の10%を負担するものである。本事業により、交通結節機能を強化し、県南地域の活性化に寄与するとともに、交通渋滞の解消や通
学路の安全性向上、国土強靭化の推進を図る。本路線は、前川を渡る区間を1工区、南川を渡る区間を2工区、球磨川を渡る区間を3工区、残る国道3号までの区間を4工
区として整備を行う。市施行区間である2工区は、平成29年3月に供用開始した。県施行区間である1・3・4工区は、1工区を平成28年度から、3工区を令和4年度から事業中
である。

豪雨
事務事業名 南部幹線道路整備事業

会計区分 一般会計

0 196,200 0 17,793

一般財源

所属課名

0 25,393

款項目コード（款-項-目） 07 05 02

都市整備課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

県事業負担金（1工区・3工区） 213,993 ○地方債

239,386 213,993

　南部幹線道路整備事業 196,200

＜県事業の内容＞

　1工区：用地取得、建物等補償、道路舗装工事、橋脚工事

　3工区：道路、橋梁詳細設計

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

今後の方向性
（該当欄を選択）

都市整備課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

・事業主体である熊本県と連携し、地域との合意形成等に協力することで、事業促進を図っていく。
・令和4年度から3工区の事業に着手し、また1工区の橋梁工事も本格化していることから、今後、事業費の大幅な増加が見込まれるため、引き続き、年2
回の政府要望を行い、安定的な事業費（国支出金）の確保に努める。

豪雨
事務事業名 西片西宮線道路整備事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 05 02

一般財源

所属課名

102,385 210

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

本事業は、南九州の主要な交通結節点である九州新幹線新八代駅と広域主要幹線道路の国道3号を結び、市街地東部の都市軸を形成する全体延長1,020m、幅員16m
の都市計画道路を整備するものである。本事業により、交通結節機能を強化し、地域の活性化に寄与するとともに、交通渋滞の解消や通学路の安全性向上、国土強靭化
の推進を図る。本路線のうち、北側起点部の1工区は、平成20年度に着手し、平成29年4月に供用開始を行った。中間部の2工区は、平成29年度に着手し、令和6年度に一
部の区間を残して供用を開始した。南側終点部の3工区は、令和4年度より事業に着手し、令和11年度の全線供用開始に向け事業中である。

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【現年分】106,660 【現年分】

289,912 187,317

（単独分）1,110 ○国庫支出金

88,584 91,100 0 7,633

　工事（8件）改築工事(5-2)単独分 他 1,110 　西片西宮線道路整備事業交付金（1/2） 49,427

（総合交付金分）105,550 ○地方債

　委託（2件）埋蔵文化財発掘調査業務委託 他 24,591 　西片西宮線道路整備事業 50,300

（総合交付金分）78,314 ○地方債

（繰越明許費）102,385

【繰越分】80,657 【繰越分】

（単独分）2,343 ○国庫支出金

　工事（3件）付帯工事 単独分 他 2,343 　西片西宮線道路整備事業交付金（1/2） 39,157

　工事（1件）改築工事（5-2）他 1,472

　用地（1件）道路整備事業に伴う用地買収 198

　補償（5件）道路整備事業に伴う物件移転補償 79,289

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

・今後も引き続き、交付金を活用し、早期の全線供用開始に向け、事業推進に努めていく。
・2工区の供用開始については、接続先の狭隘道路に多くの車両が流れ込むことで、安全で円滑な通行に支障をきたすことが想定されるため、部分的な
供用開始に留まっている。2工区（全線）の供用開始のため、支障が少ない3工区の食肉センター跡地南側の市道までを早急に整備する必要がある。
・全線の供用開始（令和10年度末の予定）に向け、引き続き、年2回の政府要望を行い、安定的な事業費（国支出金）の確保に努める。

令和6年度予算額 令和6年度決算額

　工事（1件）改築工事（5-2） 17,099

　用地（2件）道路整備事業に伴う用地買収 21,682

　補償（3件）道路整備事業に伴う物件移転補償 31,773

　委託（2件）建物等補償調査業務委託（5-2）他 7,760 　西片西宮線道路整備事業 40,800

左の財源
翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

排水路測量設計業務委託（1件） 排水路改良工事（7件） 排水路修繕（浚渫等）（29件） 地元住民による排水路の維持管理の支援（浚渫土の運搬・処分）（12件）
用途地域内の排水路（公共水路）の改良及び維持・管理排水路改良工事、排水路修繕（浚渫等）を実施し、地区内の雨水等を速やかに地区外に排出し、市民の生命財産
を守り、市民生活の安全確保を図る。

豪雨
事務事業名 市内一円都市下水路整備事業

会計区分 一般会計

0 7,000 0 24,838

一般財源

所属課名

0 2,016

款項目コード（款-項-目） 07 05 03

土木課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【現年分】20,035 【現年分】

33,854 31,838

　施設設備修繕（29件） 7,446 ○地方債

　運搬料（12件） 631 　市内一円都市下水路整備事業 7,000

　測量設計業務委託（1件） 2,838

　工事請負費（7件） 9,020

　原材料費（1件） 100

【繰越分】11,803

　工事請負費（1件） 11,803

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

今後の方向性
（該当欄を選択）

都市整備課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

田畑の宅地化や農業関係者の高齢化等により、これまで清掃を実施されていた水路に土砂の堆積や雑草の繁茂が確認され、本市に対する清掃要望
が増加傾向にある。そのため、これまでどおり、市により事業を実施していく。

豪雨
事務事業名 市内一円公園維持管理事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 05 04

一般財源

所属課名

0 411

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

市民が快適に利用できるよう、公園施設の維持管理を行う。
・公園内の清掃、除草
・公園施設の修繕
・公園樹木の剪定、伐採
・公園として供用するための借地に要する経費
・公園内のトイレや照明灯の光熱水経費

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

需用費　16,395 ○その他特定財源

110,963 110,552

　消耗品費、燃料費 550 　公園使用料 1,902

0 0 7,302 103,250

　光熱水費（下水道使用料、電気料、水道料 等） 10,284 　公園占用料 200

　修繕料（公用車等車検・修理、機器修理、公園施設修繕） 5,561 　ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金 1,335

役務費　4,038 　自動販売機電気代 965

　原材料費、備品購入費 2,637

　樹木管理委託 11,130

　機器等保守点検委託、遊具点検業務委託　等 3,963

使用料及び賃借料　9,304

　土地使用料、簡易トイレ賃借料 　等 9,304

原材料費、備品購入費　2,637

　電話代、手数料（汲取料、公園緑地管理手数料） 4,038 　自動販売機設置料 2,900

委託料　76,843

　施設管理委託（広場等）都市公園 61,750

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

公園施設の維持管理費については、施設老朽化への対応や樹木の老木化による伐採、大木化による周辺家屋への張り出しに伴う剪定の費用に加え、
地元自治会等による公園愛護会の高齢化や人数不足などから事業者等への管理委託による増加が見込まれる。今後も公園愛護会の意見を聞きなが
ら、管理委託が継続できるように努める。

令和6年度予算額 令和6年度決算額

【ふるさと八代元気づくり応援基金対応分】1,335

　施設管理消耗品（お堀の浄化剤） 925

　八代城跡お堀の浄化装置リース料 410

左の財源
翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

都市公園内の老朽化が進行している施設の長寿命化を図るため、長寿命化計画を策定し、計画に基づき施設の改築更新を行う。
事業対象公園数 N=64公園（都市公園）
事業期間：平成24年度～令和10年度

豪雨
事務事業名 公園施設長寿命化対策支援事業

会計区分 一般会計

12,000 10,500 0 1,500

一般財源

所属課名

0 0

款項目コード（款-項-目） 07 05 04

都市整備課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【現年分】工事請負費　16,700 【現年分】

24,000 24,000

　園路改修（1件）鏡ヶ池公園（鏡町） 8,525 ○国庫支出金

　遊具改修（5件）植柳、出町2件、植柳下町、内膳 7,350 　公園施設長寿命化対策支援事業交付金（1/2） 8,350

　ベンチ改修等（1件）球磨川河川敷 825 ○地方債

　公園施設長寿命化対策支援事業 7,500

【繰越分】工事請負費　7,300 【繰越分】

　遊具改修（2件）横手新町、植柳下町 7,300 ○国庫支出金

　公園施設長寿命化対策支援事業交付金（1/2） 3,650

○地方債

　公園施設長寿命化対策支援事業 3,000

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

今後の方向性
（該当欄を選択）

都市整備課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

公園施設長寿命化計画に基づき、適切な時期に遊具等の改築・更新を実施していく。

豪雨
事務事業名 八千把地区土地区画整理事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 05 05

一般財源

所属課名

72,779 7,790

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

古閑中町の一部44haを対象に、幹線道路及び地区内道路（区画道路）や公園等の公共施設の整備改善を行い、宅地の利用増進を図る。
○全体事業費：5,744百万円
○事業施行期間：平成12年8月30日～令和11年3月31日
○全体事業概要：都市計画道路（7路線）2,913m、区画道路8,141m、街区公園（3箇所）6,301㎡、宅地整地290,435㎡

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【現年分】56,676 【現年分】

161,261 80,692

　委託（ 1件）建築物等再算定業務委託 1,837 ○地方債

0 71,000 1,753 7,939

　工事（ 2件）区画道路6-59築造工事　外 50,252 　八千把地区土地区画整理事業 49,400

　補償（18件）農業所得補償　 2,834 ○その他特定財源

（繰越明許費）72,779 　八千把地区土地区画整理事業基金繰入金 1,753

　委託（1件）航空写真撮影業務委託 1,599

【繰越分】24,016 【繰越分】

　工事（1件）区画道路6-60築造工事 11,554 ○地方債

　補償（1件）物件等移転補償 12,462 　八千把地区土地区画整理事業 21,600

【八千把地区土地区画整理事業基金対応分】1,753

　修繕（2件）古井戸撤去修繕 154

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

保留地の整地工事を優先的に実施し、売却することにより財源の確保に努め、事業促進を図っていく。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

昭和25年度から平成14年度までに建設された市営住宅31団地、1,316戸（R7.3.31現在）を低所得者に低廉な家賃で賃貸し、入居者が安心して安全に生活をすることができ
るように団地の管理運営を行うもの。
事業内容：会計任用職員給料、管理人謝礼、共用部電気料、施設整備修繕、機器等保守点検委託、樹木剪定　等
大規模な改善・改修については、【公営住宅施設整備事業】（市単独）及び【公営住宅ストック総合改善事業】（国庫補助） で対応

豪雨
事務事業名 公営住宅管理事業

会計区分 一般会計

0 0 80,660 599

一般財源

所属課名

0 6,814

款項目コード（款-項-目） 07 06 01

住宅課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

<主要な施策の概要> <財源内訳>

公営住宅等管理人謝礼（50人） 612 ○その他特定財源

88,073 81,259

＜施設整備修繕＞ 　公営住宅使用料 65,102

　本庁（400件） 37,883 　公営住宅駐車場使用料 1,843

　鏡（93件） 4,963 　督促手数料 108

　東陽（5件） 868 　公営住宅関係証明書交付手数料 13

＜機器保守点検委託（EV、給水施設外）＞ 　公営住宅共益費 13,594

　本庁 13,285

　坂本 1,593

　鏡 957

＜樹木剪定委託＞

　本庁（2件） 483

除草作業委託　本庁（2件） 1,132

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

　東陽（1件）

　鏡（1件） 264

　泉（1件） 204

288

今後の方向性
（該当欄を選択）

住宅課

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

令和7年度においては、維持管理業務（機器保守点検・施設整備修繕等）について、民間事業者のノウハウを活用することにより、管理業務の質の向上
及び事務コスト削減を図ることを目的として、当該事業を民間事業者に委託予定（提案型プロポーザル）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

豪雨
事務事業名 公営住宅ストック総合改善事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 07 06 01

一般財源

所属課名

0 32,679

<主要な施策の概要> <財源内訳>

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

第2期八代市営住宅長寿命化計画に基づき、建替え・改善・修繕等の活用方法を定め、効率的に事業を実施することにより、良質なストックを効果的に長期間活用すること
を目的とする。
事業期間：令和3年度～令和12年度（長寿命化計画）※令和13年度改定予定
主な財源：社会資本整備総合交付金

不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【現年分】54,157 【現年分】

157,464 124,785

　移転費助成（10件） 1,611 ○国庫支出金

65,506 35,700 23,579

　古城町団地解体工事（１棟） 18,230 　公営住宅ストック総合改善事業補助金（4.5/10） 19,577

　郷開団地C棟外壁及び屋上防水改修工事 31,777 ○地方債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 　公営住宅整備事業 19,800

　公営住宅ストック総合改善事業補助金（1/2） 45,929

○地方債

　公営住宅整備事業 15,900

【繰越分】70,628 【繰越分】

　流藻川団地（準平）給水設備等改修工事 70,628 ○国庫支出金

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

今後も長寿命化計画に基づき事業を推進していく一方で、限られた財源の中で事業の効率化を図るため、計画の見直しやPPP（官民連携）も含む民間
事業者の活用について検討する。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

〇地方債　道路橋梁施設災害復旧事業 9,100

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

被災した道路橋梁施設を速やかに復旧し、市民が安心・安全に生活できるよう努める。

【事故繰越】44,154 【事故繰越分】

　災害復旧工事（2件） 44,154 〇国庫支出金　公共土木施設災害復旧費負担金（7.93/10） 35,014

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【繰越分】260,509 〇国庫支出金　公共土木施設災害復旧費負担金（7.93/10） 204,321

　災害復旧工事（3件）、業務委託（1件） 260,509 〇地方債　道路橋梁施設災害復旧事業 56,100

【ふるさと八代元気づくり応援基金対応分】 〇その他特定財源　ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金 422

　原材料費 422 【繰越分】

【現年分】145,609 〇国庫支出金　公共土木施設災害復旧費負担金（7.93/10） 99,743

　災害復旧工事（12件）等 145,187 〇地方債　道路橋梁施設災害復旧事業 45,200

〇地方債　道路橋梁施設災害復旧事業 45,200

【豪雨災害分】450,272 【豪雨災害分】

　災害復旧工事（5件）、業務委託　　 （3件） 90,339 【繰越分】

（事故繰越）96,127 〇国庫支出金　公共土木施設災害復旧費負担金（6.67/10） 14,036

（繰越明許費）22,041 〇地方債

【繰越分】90,339 　道路橋梁施設災害復旧事業 60,659

【現年分】73,839 〇国庫支出金

　災害復旧工事（4件）、災害復旧修繕（43件）等 73,839 　公共土木施設災害復旧費負担金（6.67/10） 7,454

118,168 209,598

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【通常分】164,178 【通常分】

942,216 614,450 360,568 216,259 422 37,201

一般財源

所属課名 土木課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

令和2年7月豪雨で被災した市ノ俣線外4路線の災害復旧工事、令和5年度に被災した八八重～四方田線、五家荘～椎葉線の調査・設計委託及び災害復旧工事、令和6年
度に被災した南川内線、本屋敷線の設計委託、災害復旧工事を実施したものである。
異常な天然現象により生じる災害について、速やかな復旧を図り、公共の福祉を確保する。
＊異常な天然現象による災害採択範囲    最大24時間雨量80mm以上の降雨
　時間雨量等が特に大である場合（時間雨量が20mm程度以上）  最大風速（10分間平均風速の最大）15m以上
＊補助採択限度額60万円以上の工事（採択限度額以下は修繕で対応）

豪雨
事務事業名 道路橋梁施設災害復旧事業

会計区分 一般会計

豪
款項目コード（款-項-目） 10 02 01

坂本支所等造成工事 3,481

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

・（仮称）松﨑団地の名称等を規則に制定。しゅん工予定日及び入居開始時期については、以下のとおり。
・しゅん工予定日：令和7年12月26日
・入居開始時期：令和8年1月中旬（予定）

　古閑中町再建住宅 1,229 　豪雨被災者等支援交付金 1,636

　葉木再建住宅 407

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

【繰越分】5,117 【繰越分】

＜再建住宅整備管理業務＞ ○県支出金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

　葉木再建住宅整備工事 50,368

（繰越明許費）1,507

＜再建住宅整備工事＞ 　災害公営住宅整備事業 36,600

　古閑中町再建住宅整備工事 310,170

　新築機械設備工事 21,560 　豪雨被災者等支援交付金 317,325

　新築電気設備工事 17,688 ○地方債

　監理業務委託 1,106 　災害公営住宅建設費補助金（3/4） 108,300

　新築建築工事 132,660 ○県支出金

【現年分】533,571 【現年分】

＜坂本災害公営住宅（松崎地区）新築工事＞ ○国庫支出金

1,507 37,542

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【豪雨災害分】538,688 【豪雨災害分】

577,737 538,688 427,261 36,600 74,827

一般財源

所属課名 住宅課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

■令和2年7月豪雨災害により甚大な被害を受けた坂本町の4地区に、自立再建が困難な被災者に対して災害公営住宅を整備することで、安心安全な住まいを提供することを目的とする。
・合志野団地　所在地：八代市坂本町荒瀬6195番地　構造：木造平屋4戸　入居開始：令和5年4月
・中津道住宅　所在地：八代市坂本町中津道302番地　構造：木造平屋1戸　入居開始：令和5年7月
・藤本団地　所在地：八代市坂本町葉木4295番地1　構造：RC造4階建5戸　入居開始：令和5年10月
・（仮称）松崎団地　所在地：八代市坂本町坂本4161番地1外　構造：RC造3階建10戸　令和7年12月しゅん工予定
　令和6年度：債務負担行為　委託料：3,961千円、工事費：455,500千円
■令和2年7月豪雨災害による宅地かさ上げ事業に伴い、仮住まい先が必要となる被災者への支援策として、再建住宅を2団地整備。
・古閑中町再建住宅　所在地：八代市古閑中町843番地　構造：木造平屋（8棟16戸）　入居開始：令和6年10月
・葉木再建住宅　所在地：八代市坂本町葉木4400番地　構造：木造平屋（1棟2戸）　入居開始：令和7年2月

豪雨
事務事業名 災害公営住宅整備事業（豪雨災害）

会計区分 一般会計

豪
款項目コード（款-項-目） 07 06 03



― ―

1 不要（廃止） 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

― ―

1 不要（廃止） ● 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）
今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

災害復旧事業は、施設の維持を図り、市民の生命・財産を守るうえでも必要不可欠なものである。今後も突発的な災害が発生した場合には、市により迅
速かつ的確に行うことが必要である。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額 不用額
国県支出金 地方債 その他特定財源

　都市下水路施設災害復旧事業 2,500

763

<主要な施策の概要> <財源内訳>

修繕料（2件） 2,537 ○地方債

3,300 2,537 0 2,500 0 37

一般財源

所属課名

0

下水道建設課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

令和6年8月29日から30日の台風10号により、宮地都市下水路の一部区間において倒木による防護柵の破損が生じたため、その復旧修繕を行うもの。

【宮地都市下水路】
　倒木撤去（伐採・倒木処理）　 N=10本
　防護柵修繕（擬木柵復旧）　　L=2.0ｍ

豪雨
事務事業名 都市下水路施設災害復旧事業

会計区分 一般会計

款項目コード（款-項-目） 10 02 03

異常な天然現象により生じる災害について、速やかな復旧を図り公共の福祉を確保する。
＊異常な天然現象による災害採択範囲　　　河岸高（低水位から天端までの高さ）の5割以上の水位が確認されたとき。
＊補助採択限度額60万円以上の工事（限度額以下の場合は修繕で対応）

豪雨
事務事業名 河川施設災害復旧事業

会計区分 一般会計

0 16,300 0 1,079

一般財源

所属課名

0 539

豪
款項目コード（款-項-目） 10 02 02

土木課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

不用額

<主要な施策の概要> <財源内訳>

【通常分】12,761 【通常分】

17,918 17,379

修繕費（梅雨）（12件） 10,928 ○地方債

1,833 　河川施設災害復旧事業 11,700

【豪雨災害分】4,618 【豪雨災害分】

国県支出金 地方債 その他特定財源

【事故繰越分】 【事故繰越分】

　工事費（1件） 4,618 ○地方債

　河川施設災害復旧事業 4,600

修繕費（台風）（3件）

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

今後も被災した際は、引き続き市により復旧事業を実施していく。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額



― ―

1 不要（廃止） ● 2 完了（終了） 3 民間実施

4 市による実施（規模縮小） 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

令和6年台風10号により被災した公園施設の修繕を行う。
・倒木の撤去
・法面竹伐採

豪雨
事務事業名 公園施設災害復旧事業

会計区分 一般会計

0 1,300 0 27

一般財源

所属課名

0 273

款項目コード（款-項-目） 10 02 03

都市整備課

主要な施策の成果（決算審査における主要施策） 　（単位：千円）

事務事業の概要

不用額

<主要な施策の概要> <財源内訳>

修繕料 ○地方債

1,600 1,327

　倒木撤去修繕（龍峯山自然公園外4箇所） 368 　公園施設災害復旧事業 1,300

486

　法面竹伐採修繕（大島公園） 473

国県支出金 地方債 その他特定財源

　倒木撤去修繕（植柳新町南児童公園外2箇所）

今後の方向性
（該当欄を選択）

今後の方向性の理由、
改革改善の取組等

本事業は令和6年度に完了した。

令和6年度予算額 令和6年度決算額
左の財源

翌年度への繰越額


